
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号

検
察
庁
法

第
一
条
　
検
察
庁
は
、
検
察
官
の
行
う
事
務
を
統
括
す
る

と
こ
ろ
と
す
る
。

検
察
庁
は
、
最
高
検
察
庁
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検

察
庁
及
び
区
検
察
庁
と
す
る
。

第
二
条
　
最
高
検
察
庁
は
、
最
高
裁
判
所
に
、
高
等
検
察

庁
は
、
各
高
等
裁
判
所
に
、
地
方
検
察
庁
は
、
各
地
方

裁
判
所
に
、
区
検
察
庁
は
、
各
簡
易
裁
判
所
に
、
そ
れ

ぞ
れ
対
応
し
て
こ
れ
を
置
く
。

地
方
検
察
庁
は
、
各
家
庭
裁
判
所
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

最
高
検
察
庁
の
位
置
並
び
に
最
高
検
察
庁
以
外
の
検

察
庁
の
名
称
及
び
位
置
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

法
務
大
臣
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
裁
判

所
、
地
方
裁
判
所
又
は
家
庭
裁
判
所
の
支
部
に
そ
れ
ぞ

れ
対
応
し
て
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
支
部
を

設
け
、
当
該
検
察
庁
の
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
検
察
官
は
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事

長
、
検
事
及
び
副
検
事
と
す
る
。

第
四
条
　
検
察
官
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、

裁
判
所
に
法
の
正
当
な
適
用
を
請
求
し
、
且
つ
、
裁
判

の
執
行
を
監
督
し
、
又
、
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
職
務
上
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
裁
判
所
に
、
通
知
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
、

又
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に

属
さ
せ
た
事
務
を
行
う
。

第
五
条
　
検
察
官
は
、
い
ず
れ
か
の
検
察
庁
に
属
し
、
他

の
法
令
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
属

す
る
検
察
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
お

い
て
、
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て

前
条
に
規
定
す
る
職
務
を
行
う
。

第
六
条
　
検
察
官
は
、
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
捜
査

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

検
察
官
と
他
の
法
令
に
よ
り
捜
査
の
職
権
を
有
す
る

者
と
の
関
係
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
七
条
　
検
事
総
長
は
、
最
高
検
察
庁
の
長
と
し
て
、
庁

務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
す
べ
て
の
検
察
庁
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

次
長
検
事
は
、
最
高
検
察
庁
に
属
し
、
検
事
総
長
を

補
佐
し
、
又
、
検
事
総
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は

検
事
総
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

第
八
条
　
検
事
長
は
、
高
等
検
察
庁
の
長
と
し
て
、
庁
務

を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
並
び
に
そ
の
庁
の
対
応
す

る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
地
方
検
察
庁
及
び
区

検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
九
条
　
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一
人
を
置
き
、
一

級
の
検
事
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び

そ
の
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区

検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
　
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属

す
る
各
区
検
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

事
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て

は
、
そ
の
庁
の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察

庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事

（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定

す
る
副
検
事
）
が
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
一
条
　
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の

指
揮
監
督
す
る
検
察
官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条

又
は
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
一
部
を
取
り

扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
　
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の

指
揮
監
督
す
る
検
察
官
の
事
務
を
、
自
ら
取
り
扱
い
、

又
は
そ
の
指
揮
監
督
す
る
他
の
検
察
官
に
取
り
扱
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
　
検
事
総
長
及
び
次
長
検
事
、
検
事
長
若
し
く

は
検
事
正
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
検
事
総
長
及
び

次
長
検
事
、
検
事
長
若
し
く
は
検
事
正
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
庁
の
他
の
検
察
官
が
、
法
務
大
臣
の
定
め
る

順
序
に
よ
り
、
臨
時
に
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事

正
の
職
務
を
行
う
。

区
検
察
庁
の
庁
務
を
掌
理
す
る
検
察
官
に
事
故
の
あ

る
と
き
、
又
は
そ
の
検
察
官
が
欠
け
た
と
き
は
、
検
事

正
の
指
定
す
る
他
の
検
察
官
が
、
臨
時
に
そ
の
職
務
を

行
う
。

第
十
四
条
　
法
務
大
臣
は
、
第
四
条
及
び
第
六
条
に
規
定

す
る
検
察
官
の
事
務
に
関
し
、
検
察
官
を
一
般
に
指
揮

監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
個
々
の
事
件
の
取

調
又
は
処
分
に
つ
い
て
は
、
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
　
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
各
検
事
長
は
一

級
と
し
、
そ
の
任
免
は
、
内
閣
が
行
い
、
天
皇
が
、
こ

れ
を
認
証
す
る
。

検
事
は
、
一
級
又
は
二
級
と
し
、
副
検
事
は
、
二
級

と
す
る
。

第
十
六
条
　
検
事
長
、
検
事
及
び
副
検
事
の
職
は
、
法
務

大
臣
が
、
こ
れ
を
補
す
る
。

副
検
事
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
官
の
職
の
み
に
こ
れ

を
補
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
　
法
務
大
臣
は
、
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察

庁
の
検
事
の
中
か
ら
、
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁

の
支
部
に
勤
務
す
べ
き
者
を
命
ず
る
。

第
十
八
条
　
二
級
の
検
察
官
の
任
命
及
び
叙
級
は
、
左
の

資
格
の
一
を
有
す
る
者
に
就
い
て
こ
れ
を
行
う
。

一
　
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
者

二
　
裁
判
官
の
職
に
在
つ
た
者

三
　
三
年
以
上
政
令
で
定
め
る
大
学
に
お
い
て
法
律
学

の
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に
在
つ
た
者

副
検
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
政
令
で
定
め
る
審
議

会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
の
選

考
を
経
た
も
の
の
中
か
ら
も
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
　
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
得
た
者

二
　
三
年
以
上
政
令
で
定
め
る
二
級
官
吏
そ
の
他
の
公

務
員
の
職
に
在
つ
た
者

三
年
以
上
副
検
事
の
職
に
在
つ
て
政
令
で
定
め
る
考

試
を
経
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
二
級
の
検
事
に
任
命
及
び
叙
級
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
九
条
　
一
級
の
検
察
官
の
任
命
及
び
叙
級
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
資
格
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
者
に
つ
い

て
こ
れ
を
行
う
。

一
　
八
年
以
上
二
級
の
検
事
、
判
事
補
、
簡
易
裁
判
所

判
事
又
は
弁
護
士
の
職
に
在
つ
た
者

二
　
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
高
等
裁

判
所
長
官
又
は
判
事
の
職
に
在
つ
た
者

三
　
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
資
格
を
得
た

後
八
年
以
上
法
務
省
の
事
務
次
官
、
最
高
裁
判
所
事

務
総
長
若
し
く
は
裁
判
所
調
査
官
又
は
二
級
以
上
の

法
務
事
務
官
、
法
務
教
官
、
裁
判
所
事
務
官
、
司
法

研
修
所
教
官
若
し
く
は
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教

官
の
職
に
在
つ
た
者

四
　
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
資
格
を
有
し

一
年
以
上
一
級
官
吏
の
職
に
在
つ
た
者

前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
各
職
の
在
職

年
数
は
、
こ
れ
を
通
算
す
る
。

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者

は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
同
条
第
一
項
第
一
号
の
資
格
を
有
す

る
者
と
み
な
す
。

第
二
十
条
　
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の

官
吏
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検
察
官
に
任
命

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

二
　
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
裁
判
を
受
け
た
者

第
二
十
一
条
　
検
察
官
の
受
け
る
俸
給
に
つ
い
て
は
、
別

に
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
二
条
　
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し

た
時
に
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達

し
た
時
に
退
官
す
る
。

第
二
十
三
条
　
検
察
官
が
心
身
の
故
障
、
職
務
上
の
非
能

率
そ
の
他
の
事
由
に
因
り
そ
の
職
務
を
執
る
に
適
し
な

い
と
き
は
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ

い
て
は
、
検
察
官
適
格
審
査
会
の
議
決
及
び
法
務
大
臣

の
勧
告
を
経
て
、
検
事
及
び
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
検

察
官
適
格
審
査
会
の
議
決
を
経
て
、
そ
の
官
を
免
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

検
察
官
は
、
左
の
場
合
に
、
そ
の
適
格
に
関
し
、
検

察
官
適
格
審
査
会
の
審
査
に
付
さ
れ
る
。

一
　
す
べ
て
の
検
察
官
に
つ
い
て
三
年
ご
と
に
定
時
審

査
を
行
う
場
合

二
　
法
務
大
臣
の
請
求
に
よ
り
各
検
察
官
に
つ
い
て
随

時
審
査
を
行
う
場
合

三
　
職
権
で
各
検
察
官
に
つ
い
て
随
時
審
査
を
行
う
場

合検
察
官
適
格
審
査
会
は
、
検
察
官
が
心
身
の
故
障
、

職
務
上
の
非
能
率
そ
の
他
の
事
由
に
因
り
そ
の
職
務
を

執
る
に
適
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
そ
の
議
決
を

法
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
務
大
臣

は
、
検
察
官
適
格
審
査
会
か
ら
検
察
官
が
そ
の
職
務
を

執
る
に
適
し
な
い
旨
の
議
決
の
通
知
の
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
議
決
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
事

総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
検

察
官
の
罷
免
の
勧
告
を
行
い
、
検
事
及
び
副
検
事
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
察
官
適
格
審
査
会
は
、
法
務
省
に
置
か
れ
る
も
の

と
し
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
、
弁
護
士
、
日
本
学
士
院

会
員
及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
十
一
人

の
委
員
を
も
つ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。
た
だ
し
、
委
員

と
な
る
国
会
議
員
は
、
衆
議
院
議
員
四
人
及
び
参
議
院

議
員
二
人
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お

い
て
こ
れ
を
選
出
す
る
。

検
察
官
適
格
審
査
会
に
、
委
員
一
名
に
つ
き
そ
れ
ぞ

れ
一
名
の
予
備
委
員
を
置
く
。

各
委
員
の
予
備
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
委
員
と
同

一
の
資
格
の
あ
る
者
の
中
か
ら
、
こ
れ
を
選
任
す
る
。

但
し
、
予
備
委
員
と
な
る
国
会
議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
衆

議
院
及
び
参
議
院
に
お
い
て
こ
れ
を
選
出
す
る
。

委
員
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
が
欠
け
た
と

き
は
、
そ
の
予
備
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

前
七
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
検
察
官
適
格
審
査

会
に
関
す
る
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
四
条
　
検
事
長
、
検
事
又
は
副
検
事
が
検
察
庁
の

廃
止
そ
の
他
の
事
由
に
因
り
剰
員
と
な
つ
た
と
き
は
、

1



法
務
大
臣
は
、
そ
の
検
事
長
、
検
事
又
は
副
検
事
に
俸

給
の
半
額
を
給
し
て
欠
位
を
待
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
十
五
条
　
検
察
官
は
、
前
三
条
の
場
合
を
除
い
て

は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職
務
を

停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

但
し
、
懲
戒
処
分
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
二
十
六
条
　
最
高
検
察
庁
に
検
事
総
長
秘
書
官
を
置

く
。検

事
総
長
秘
書
官
は
、
二
級
と
す
る
。

検
事
総
長
秘
書
官
は
、
検
事
総
長
の
命
を
受
け
て
機

密
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

第
二
十
七
条
　
検
察
庁
に
検
察
事
務
官
を
置
く
。

検
察
事
務
官
は
、
二
級
又
は
三
級
と
す
る
。

検
察
事
務
官
は
、
上
官
の
命
を
受
け
て
検
察
庁
の
事

務
を
掌
り
、
又
、
検
察
官
を
補
佐
し
、
又
は
そ
の
指
揮

を
受
け
て
捜
査
を
行
う
。

第
二
十
八
条
　
検
察
庁
に
検
察
技
官
を
置
く
。

検
察
技
官
は
、
二
級
又
は
三
級
と
す
る
。

検
察
技
官
は
、
検
察
官
の
指
揮
を
受
け
て
技
術
を
掌

る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
　
削
除

第
三
十
一
条
　
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員

と
各
自
の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な

補
助
を
す
る
。

第
三
十
二
条
　
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、

こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
十
二
条
の
二
　
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃

至
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条
の
規

定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二

十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め

た
も
の
と
す
る
。

附
　
則

第
三
十
三
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か

ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
四
条
　
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又

は
大
審
院
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検
事
の
し

た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検

事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判

所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理

そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検

察
庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。

第
三
十
五
条
　
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又

は
大
審
院
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他

の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の
検

事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検
事

正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
に

あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ

を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の

検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ

れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
十
六
条
　
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足

り
な
い
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検

察
事
務
官
に
そ
の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
　
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を

有
す
る
者
は
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
を
得
た
時
に
司
法
修
習
生

の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
法
律
施
行
の

際
現
に
弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
で
弁
護
士
の
在

職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後
に
お
い
て
三
年
に
達
す
る

者
に
つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
前
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月

以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法

律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で
一
年
六
箇
月

以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
考
試
を
経
た
時
に
司
法

修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令

（
昭
和
十
一
年
制
令
第
四
号
）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和

十
年
律
令
第
七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十

一
年
勅
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁

護
士
と
称
す
る
。
）
の
職
に
在
つ
た
と
き
は
、
第
十
八

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
外
地
弁
護
士
の
在
職

の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地
弁
護
士
及

び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な
る

も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に

よ
る
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修

習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
考
試
を
経
た
時

に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と

み
な
す
。

第
三
十
八
条
　
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判

事
の
在
職
又
は
同
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る

者
の
司
法
省
各
局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、
司
法
省
調

査
官
、
司
法
書
記
官
、
司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
法
研

究
所
事
務
官
、
司
法
省
参
事
官
、
少
年
審
判
官
、
領
事

官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮
総
督
府
判
事
、
台
湾
総

督
府
法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、
関
東
法

院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南
洋
庁
検
事
若
し
く
は

南
洋
庁
判
事
の
在
職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
の
在

職
と
み
な
す
。

第
三
十
八
条
の
二
　
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

が
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
前
に
沖
縄

に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
令
（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
、
裁
判
官
又
は
弁
護
士

の
職
に
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年
数
の
う
ち
沖

縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後

の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
後
の
も

の
（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を

得
た
後
の
在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る

前
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終

え
た
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在

職
の
年
数
、
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
者
に
あ
つ
て

は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）
は
、
第
十
九

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
級

の
検
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
す
。

２
　
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局

長
、
琉
球
高
等
検
察
庁
事
務
局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務

局
の
部
長
、
室
長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職
に
あ
つ
た
年

数
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令

の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に
あ
つ
た
年
数
と
み
な

す
。

３
　
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上

訴
裁
判
所
事
務
局
長
又
は
琉
球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長

の
職
に
あ
つ
た
年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ

つ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
裁
判
所
調
査
官
に
つ

い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を

終
え
た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年
数
に
限

る
。

第
三
十
九
条
　
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と

あ
る
の
は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号

中
一
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と

す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
　
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府

又
は
市
町
村
の
職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
職

に
あ
つ
た
者
と
み
な
す
。

第
四
十
条
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控

訴
院
検
事
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所

検
事
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い

と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
高
等
検
察
庁
又
は
地
方

検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
　
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く

は
裁
判
所
書
記
の
職
に
在
つ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又

は
検
察
補
佐
官
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ

ら
れ
な
い
と
き
は
、
現
に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事

務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は
二
級
の
者
は
、
二
級

に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙
せ
ら
れ
た
も

の
と
す
る
。

第
四
十
二
条
　
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い

て
、
他
の
法
律
中
「
検
事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管

轄
裁
判
所
ノ
検
事
」
を
「
管
轄
裁
判
所
ニ
対
応
ス
ル
検

察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第

一
九
五
号
）

第
十
七
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
後
六
十
日
を
経
過
し

た
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
十
八
条
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
お
け
る
司
法
次
官
、
司

法
事
務
官
及
び
司
法
教
官
の
在
職
は
、
裁
判
所
法
第
四

十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
四
条
並
び
に
検
察

庁
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
夫
々
法

務
庁
の
各
長
官
、
法
務
庁
事
務
官
及
び
法
務
庁
教
官
の

在
職
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
五
月
一
日
法
律
第
三
一

号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
一
二
月
二
一
日
法
律
第

二
六
〇
号
）
　
抄

第
十
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一

三
八
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
従
前
の
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
九
条
第

一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
お
け
る
法
務
庁
の
各
長
官
、
法

務
庁
事
務
官
及
び
法
務
庁
教
官
の
在
職
は
、
第
十
九
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
務
府
の
各

長
官
、
法
務
府
事
務
官
及
び
法
務
府
教
官
の
在
職
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
四
日
法
律
第
九

六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
の
う
ち
、
裁
判
所
法
第
六
十
一
条
の
二
、

第
六
十
一
条
の
三
及
び
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
、
検

察
審
査
会
法
第
六
条
第
六
号
の
改
正
規
定
中
少
年
調
査

官
及
び
少
年
調
査
官
補
に
関
す
る
も
の
並
び
に
少
年
法

2



の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二

六
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

３
　
従
前
の
機
関
及
び
職
員
は
、
こ
の
法
律
に
基
く
相
当

の
機
関
及
び
職
員
と
な
り
、
同
一
性
を
も
つ
て
存
続
す

る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
法
務
府
の
各
長
官
、

法
務
総
裁
官
房
長
、
法
務
府
事
務
官
及
び
法
務
府
教
官

の
在
職
は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条

（
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四

十
四
条
、
検
察
庁
法
第
十
九
条
、
弁
護
士
法
第
五
条
並

び
に
司
法
書
士
法
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
務
省
の
事
務
次
官
、
法
務
事
務
官
及

び
法
務
教
官
の
在
職
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
日
法
律
第
一
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
暫
定
措
置
）

３
　
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
二
月
以

内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
常

勤
の
職
員
は
、
当
分
の
間
、
国
家
行
政
組
織
法
第
十
九

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
定
員
の
外
に
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
未
帰
還
職
員
）

11
　
未
帰
還
職
員
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
六
日
法
律
第
三

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
法
律
第

一
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
法
律
第
八

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七

八
号
）

１
　
こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規

定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施

行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下

「
関
係
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ

と
と
な
る
も
の
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又
は
改
廃

に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第

三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十

条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
職
員
の
身
分
引
継
ぎ
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
総
理
府
、

法
務
省
、
外
務
省
、
大
蔵
省
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農

林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、
運
輸
省
、
郵
政
省
、
労
働

省
、
建
設
省
又
は
自
治
省
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
従
前
の
府
省
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
国
家
行
政
組
織

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
の
審

議
会
等
の
会
長
又
は
委
員
長
及
び
委
員
、
中
央
防
災
会

議
の
委
員
、
日
本
工
業
標
準
調
査
会
の
会
長
及
び
委
員

並
び
に
　
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら

れ
な
い
限
り
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ
て
、
こ
の
法

律
の
施
行
後
の
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
外
務

省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水

産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
若
し
く
は
環
境
省

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
府
省
」
と
い
う
。
）
又
は

こ
れ
に
置
か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関
の
う
ち
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
際
現
に
当
該
職
員
が
属
す
る
従
前
の
府

省
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関
の
相
当

の
新
府
省
又
は
こ
れ
に
置
か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
相
当
の
職
員
と
な
る
も

の
と
す
る
。

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措

置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
裁
判
所
法
等
に
係
る
資
格
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
裁
判
所
書
記
官

研
修
所
教
官
の
在
職
は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
、
第

四
十
二
条
（
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十

四
条
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
十
九
条
並
び
に
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
の
在
職
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
一
五
日
法
律
第
八

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の

在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

一
・
二
　
略

三
　
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

第
十
八
条

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
三

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三
　
略

四
　
第
三
条
中
特
許
法
第
百
七
条
第
三
項
の
改
正
規

定
、
第
百
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見

出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
改
正
規

定
、
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第

百
九
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に

見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附

則
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二

十
五
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
　
公
布
の
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
六
日
法
律
第
四
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
・
二
　
略

三
　
第
二
条
、
第
四
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

除
く
。
）
及
び
第
五
条
並
び
に
附
則
第
五
条
か
ら
第

八
条
ま
で
の
規
定
　
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日
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